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「商品先物取引法施行規則」及び「商品先物取引業者等の監督の基本的な

指針」改正案に対する意見
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商品先物取引の不招請勧誘禁止の緩和により、消費者被害が急

意 見 増し再び大きな社会問題となるので、改正案に反対する。

（１）経済再生及び経済活性化は、最終的に国民の福祉向上が

目的である。今回の、商品先物取引の不招請勧誘禁止の緩

和は、商品先物取引事業者の活性化をもたらす反面、知識

の乏しい消費者に被害を強いる、国民の福祉向上に反する

行為であり反対する。

○今回の改正案は、昨年６月に閣議決定された「規制改革

実施計画」に基づくものであり、「我が国の経済を再生

するに当たっての阻害要因を除去し、民需主導の経済成

長を実現していくために不可欠の取り組み」と位置付け、

そのひとつとして不招請勧誘禁止の緩和策が打ち出され

たものである。

理 由 ○さらに、「創業等分野」のビジネスチャンスの創出・拡

大及び最適なビジネス環境の整備を通じて、我が国の経

済活性化につなげるためとする等、明らかに経済優先、

消費者軽視の改正案である。

○そもそも、現行の商品先物取引の不招請勧誘禁止措置は、

消費者と事業者の情報格差が大きい結果、高額被害が相

次ぎ社会問題化した反省を踏まえての規制策であり、今

回、不招請勧誘禁止を、経済再生の阻害要因と位置付け

ること自体大きな問題である。

○今回の改正案が実施されると、知識や情報量の乏しい消

費者の生活資金や貯蓄を、リスク市場へ還流させる収奪

行為に国が手を貸すものとなる。よって、国民の福祉向

上に逆行するのは明らかであり反対する。
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（２）今回の改正案は、これまで築いてきた国の消費者行政施

策を１８０度転換し､経済活性化の名のもとに、消費者保護

に向かっていた消費者関係法令の後退が危惧されることか

ら反対する。

○我が国の、消費者行政は平成２１年度に「消費者庁」が

設置されたことにより、消費者重視の施策が進められつ

つある。

○しかし、今回の改正案は、消費者保護施策を、経済活性

理 由 化の名のもとに、安易に踏みにじる象徴的な出来事と言

える。

○現に、「消費者委員会」からも、今回の不招請勧誘禁止規

制の緩和に対し「消費者保護の観点から見て、重大な危

険をはらむものであることに鑑み、かかる動向を看過す

ることができず、深く憂慮し、その再考を求めるもので

ある」とするなど、最大限の危機感を表明しているほど

である。

○今回の規制緩和が契機となり、経済活性化の名のもとに、

消費者関係法令の後退が危惧されることから反対する。
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「商品先物取引法施行規則」及び「商品先物取引業者等の監督の基本的な指針」

改正案の撤回について

今回の改正案は、昨年６月に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づくもので、

「我が国の経済を再生するに当たっての阻害要因を除去し、民需主導の経済成長を実

現していくために不可欠の取り組み」と位置付け、そのひとつとして不招請勧誘禁止

の緩和策が打ち出されたものです。

具体的には、「創業等分野」のビジネスチャンスの創出・拡大及び最適なビジネス環

境の整備を通じて、我が国の経済活性化につなげるためとする等、明らかに経済優先、

消費者軽視の改正案です。

そもそも、現行の商品先物取引の不招請勧誘禁止措置は、消費者と事業者の情報格差

が大きい結果、高額被害が相次ぎ社会問題化した反省を踏まえての規制策であり、今

回、不招請勧誘禁止を、経済再生の阻害要因と位置付けること自体大きな問題です。

今回の改正案が実施されると、知識や情報量の乏しい消費者の生活資金や貯蓄を、リ

スク市場へ還流させる収奪行為に国が手を貸すものとなり、国民の福祉向上に逆行す

るのは明らかです。

さらに、我が国の消費者行政は、平成２１年度に「消費者庁」が設置されたことに

より、消費者重視の施策が進められつつあります。

しかし、今回の改正案は、経済活性化の名のもとに、消費者保護施策を安易に踏み

にじるものであり、「消費者委員会」からも、今回の不招請勧誘禁止規制の緩和に対し

「消費者保護の観点から見て、重大な危険をはらむものであることに鑑み、かかる動

向を看過することができず、深く憂慮し、その再考を求めるものである」と意見書を

出す等、最大限の危機感を表明しているほどです。

ついては、このたびの改正案に反対し、改正案の撤回を求めます。

記

（１）経済再生及び経済活性化は、最終的に国民の福祉向上が目的です。今回の、

商品先物取引の不招請勧誘禁止の緩和は、商品先物取引事業者の活性化をもた

らす反面、知識の乏しい消費者に被害を強いる等、国民の福祉向上に反する行

為です。改正案の撤回を求めます。
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（２）今回の改正案は、これまで築いてきた国の消費者行政施策を１８０度転換し､

経済活性化の名のもとに、消費者保護に向かっていた消費者関係法令の後退につ

ながる行為です。改正案の撤回を求めます。




